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令和６年　第１２回浅口市農業委員会議事録 

 

　令和６年１１月１５日浅口市役所３階会議室に、浅口市農業委員会を招集する。 

 

招集委員は次のとおり　   　 　 

　事務局 

　　　　産業振興課長兼農業委員会事務局長　瀬良　昌弘 

　　　　書記　谷口　輝昭　　　　書記　古城　章弘 

　 　   　 

　会議に付した議案等 

日程第１　　議事録署名委員の指名 

 

日程第２　　会期の決定 

 

日程第３　　議　事 

　　議案第４０号　農地法第３条の規定による許可申請について 

　　議案第４１号　農地法第４条の規定による許可申請について 

　　議案第４２号　農地法第５条の規定による許可申請について 

　　議案第４３号　農用地利用集積計画について 

 

日程第４　　報告事項 

　　報告第１５号　農地法第１８条の規定等による合意解約通知について 

 

日程第５　　その他 

　　・　次回の委員会（令和６年１２月１３日（金）） 

 　農業委員１２名 農地利用最適化推進委員１３名

 議席番号 氏　　　　　名 出欠 担当区域 氏　　　　　名 出欠

 １ 大　橋　繁　雄 出 金光１ 瀬　良　哲　哉 出

 ２ 渡　邊　清　志 出 金光２ 藤　丘　廣　志 出

 ３ 友　田　陽　勝 出 金光２ 安　田　文　彦 出

 ５ 古　城　富士夫 出 金光３ 荒　木　秀　樹 出

 ６ 川　崎　英　俊 出 金光３ 菰　口　清　司 出

 ７ 柚　木　栄　蔵 出 鴨方１ 吉　川　孝　之 出

 ８ 吉　田　潤　市 出 鴨方１ 杉　本　正　彦 出

 ９ 虫　明　伸　吾 出 鴨方２ 瀨　嶋　富士夫 出

 １０ 高　井　基　次 出 鴨方２ 虫　上　行　治 出

 １１ 渡　邊　　　豊 出 鴨方３ 山　下　善　弘 出

 １２ 齋　藤　孝　実 出 鴨方３ 山　下　眞　治 欠

 １３ 岡　田　直　樹 出 寄島１ 中　濱　稔　文 出

 寄島２ 大　島　明　敏 出
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　　　　　開会（午後１時３０分） 

議　長　　皆さん、稲刈り等の作業も一段落してお疲れのところと思うんですが、お集まりい

ただいてありがとうございます。本日も慎重審議にご協力のほうよろしくお願いしま

す。 

　これより令和６年第１２回浅口市農業委員会を開会します。 

　ただいまの出席委員は１２名で定足数に達しております。また、推進委員は１２名

の参加であります。 

　今回も会議時間短縮のため、質疑応答は着席のままで行いたいと思いますので、ご

協力のほうをよろしくお願いします。 

　それでは、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

　本日の議事録署名委員は、浅口市農業委員会会議規則第１２条第２項の規定によ

り、議長において１３番岡田委員、１番大橋委員を指名します。 

　日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

　会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、会期を本日１日といたします。 

　日程第３、議事に移ります。 

　議案第４０号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

　６４２番の件については、５ページの議案第４２号農地法第５条の規定による許可

申請の６４３番と関連がありますので、合わせて事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼いたします。議案書は２ページになります。 

　議案第４０号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６

年１１月１５日提出。 

　今回の案件につきましては、５ページの６４３番も関連がありますので、一緒にご

説明いたします。 

　まず、番号６４２、土地の所在地は全て鴨方町六条院中です。 

　６４２－１、畑、２６平米。同じく２ほかといたしまして、畑３筆、８４９平米。

譲受人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、６４２－１が◯◯◯◯。６４２－２から４が◯◯

◯◯、譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、中古住宅を同

時購入されます。 

　失礼しました。先ほどの６４２－２から４の譲渡し人につきまして、◯◯◯◯。譲

受人は、中古住宅を同時購入されます。取得に必要な許可要件を満たしていると考え

られます。 

　続きまして、ページが飛びまして、５ページになります。 

　番号６４３、土地の所在地は同じく鴨方町六条院中です。 

　６４３－１、畑、８２平米。６４３－２、畑、１０８平米。譲受人は、６４２番◯

◯◯◯。転用目的は宅地拡張、◯◯◯◯。農地区分は第２種ですが、当該転用目的を

達成できるほかの土地はありません。一般基準上も問題はなく、許可要件を満たして
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いると考えられます。なお、転用後の地目は宅地です。 

　以上です。 

議　長　　次に、１０番高井委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　◯◯◯◯さんは、今◯◯◯◯なんですけれど、◯◯◯◯がいます。場所は◯◯◯◯

になります。よろしくお願いします。 

議　長　　ただいま説明がありましたが、質疑はありませんか。 

事務局　　すいません、先ほど◯◯◯◯という説明があったんですけど、◯◯◯◯です。 

委　員　　ごめんなさい。 

事務局　　◯◯◯◯になります。 

議　長　　よろしいですね。すみません、ちょっと私も聞き逃しておりました。すみませんで

した。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６４２番及び６４３番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、６４９番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号６４９、土地の所在地は全て鴨方町本庄です。 

　６４９－１、畑。すいません、ちょっと訂正をさせていただきまして、土地の所在

地が１筆、６４９－１が地頭上、６４９－２以降が本庄になります。失礼しました。 

　６４９－１、畑、４４５平米、同じく２ほかといたしまして、田１０筆、５，５７

７平米。畑７筆、１，７６０平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。譲

受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許可要件

を満たしていると考えられます。 

　以上になります。 

　度々すいません、譲渡し人のほうがお二人おられまして、６４９－１から８までが

◯◯◯◯。６４９－９から１８までが、◯◯◯◯。 

事務局　　次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　７番柚木です。 

　地図は３ページから１０ページ、この◯◯◯◯さんは、親が亡くなって二人で相続

して、今現状はもう◯◯◯◯に住んでいます。この譲受人は、◯◯◯◯で、◯◯◯◯

だけではなく、中間地でという話ができて、何か折り合ったらしいです。それで、今

の現状はもう耕作はしとらんもんで、ある程度雑草地になってますけど、別に問題な

いと思いますから、審議のほうよろしくお願いします。 

事務局　　事務局から補足説明をさせていただきます。 

　譲受人◯◯◯◯。今回◯◯◯◯ということで、◯◯◯◯のほうで農地を取得し、今

柚木委員が説明されたような樹木、苗木を栽培されております。浅口市にも今回の農

地と同様、宅地を取得して◯◯◯◯を設けて浅口市内で農業へ従事するということ
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で、◯◯◯◯から通ってではなく、市内での事業展開ということで、要件を満たして

いるということになります。譲渡し人さんが◯◯◯◯で、土地を持っとっての分を譲

り渡すというところです。 

　以上です。 

委　員　　それと住居も、ちょうど３ページの地図へありますけど、◯◯◯◯さん、この家も

購入したそうで、買うたらしいです。 

議　長　　１５番の丸のあるとこですかね、◯◯◯◯。 

委　員　　ちょうど１７、１５の間へ。 

議　長　　ここの家ですね。 

委　員　　住居ありますけど。 

議　長　　分かりました。 

委　員　　これも同時購入したそうで。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６４９番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、６５０番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。３ページになります。 

　番号６５０、土地の所在地は寄島町です。 

　６５０、畑、１，１６１平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受

けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許可要件を

満たしていると考えられます。 

　以上です。 

議　長　　次に、１２番齋藤委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　齋藤です。この案件なんですけれども、前月、それから前々月、申請案件に関連す

るもんでありまして、耕作放棄地対策ということで、レモンの作付を行うための用地

取得になります。場所につきましては、◯◯◯◯といった集落に当たります。◯◯◯

◯から北西約５００メーター辺りになるところです。この方は、◯◯◯◯なんですけ

れども、通作可能範囲でありまして、作業管理能力も確保できるということで判断い

たしました。問題なかろうかと思います。よろしくお願いいたします。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６５０番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 
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　続きまして、６５１番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号６５１、土地の所在地は寄島町です。 

　６５１、田、７９２平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの

理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許可要件を満た

していると考えられます。 

　以上です。 

議　長　　次に、１２番齋藤委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　続けます。 

　この案件は、議案４０号の６５０番に準ずるものであります。同じくレモン作付の

ための用地取得でございまして、こちらのほうも耕作放棄地対策ということです。こ

ちらの方の譲受人のほうも先月の申請案件の方でありまして、通作範囲ということも

ありまして、作業管理能力も確保できるということで問題なかろうかと確認いたして

おります。 

　以上です。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６５１番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、６５５番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号６５５、土地の所在地は全て金光町占見新田です。 

　６５５－１、畑、３６平米。６５５－２、畑、８６平米。譲受人は、◯◯◯◯。譲

渡し人は、◯◯◯◯。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人

は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

　以上です。 

議　長　　次に、１番大橋委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　１番大橋です。 

　地図は１５，１６ページです。場所は◯◯◯◯沿いに北へ１５０メーターぐらいの

とこに畑があります。畑を耕作されよって、きれいになっとる思います。別に問題は

ないと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６５５番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、議案第４１号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とし
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ます。 

　６５２番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書の４ページになります。 

　議案第４１号農地法第４条の規定による許可申請について（農地転用事業計画変

更）。令和６年１１月１５日提出。 

　こちらの案件につきましては、８月１６日に開催した第９回の農業委員会で許可い

ただいた議案の計画変更になります。 

　６５２、畑、３０３平米。第９回の農業委員会では、◯◯◯◯でしたが、今回◯◯

◯◯変更申請になります。こちらのほうが、地元のほうから後で◯◯◯◯で不足して

いるので、この◯◯◯◯という声があったと伺っております。 

　一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられます。なお、転用後

の地目は雑種地になります。 

　以上です。 

議　長　　次に、該当地区の担当委員であります私が補足説明を行います。 

　今説明をいただいたように、８月ですか、８月の議会で５条申請で許可された案件

なんですが、地元の強い要望もありまして、用途変更ということになったようです。

特に問題はありませんので、審議のほうよろしくお願いします。 

　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

 　　　　 それでは、６５２番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、議案第４２号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とし

ます。 

　６４７番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書の５ページになります。 

　議案第４２号農地法第５条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６

年１１月１５日提出。 

　番号６４７、土地の所在地は金光町占見新田です。６４７、田、２７２平米。譲受

人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。転用目的は分譲宅地◯◯◯◯。農地区分は

第３種です。一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられます。な

お、転用後の地目は宅地です。 

　以上です。 

議　長　　次に、該当地区の担当委員であります私のほうから補足説明を行います。 

　位置図は１９ページ、２０ページになります。 

　◯◯◯◯がありますが、◯◯◯◯と南に下がって、◯◯◯◯とのちょうど中間辺り

になります。現況は、もう長年耕作放棄地といいますか、ちょっと草が生えたりして
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耕作もしてないようなとこなんですが、ここは住居地区というふうなことになってま

して、住宅にも囲まれており、排水等もクリアしてるというふうに聞いてます。特に

問題はないので、審議のほうをよろしくお願いします。 

　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６４７番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、６４８番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。番号６４８、土地の所在地は鴨方町鴨方です。田、５４３平米。譲受

人は、◯◯◯◯。譲渡し人は、◯◯◯◯。転用目的は一般住宅、施設の概要は、◯◯

◯◯。農地区分は第２種ですが、当該転用目的を達成できるほかの土地はありませ

ん。一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられます。なお、転用

後の地目は宅地です。 

　以上です。 

議　長　　次に、６番川崎委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　６番川崎です。 

　地図のほうは、２０、２１ページになります。 

　所有者である◯◯◯◯さんなんですが、ずっとこちらのほうで耕作はしてないんで

すけど、管理をずっとされてました。ただ、もうどうにもいかなくなりまして、なか

なか難しいということで、売却のほうに至ったと聞いております。何も問題ないと思

います。よろしくお願いします。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６４８番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、６５３番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書の６ページになります。 

　議案第４２号農地法第５条の規定による許可申請について（使用貸借権設定）。令

和６年１１月１５日提出。 

　番号６５３、土地の所在地は鴨方町鴨方です。畑、４４３平米。借受人は、◯◯◯

◯。貸出人は、◯◯◯◯。転用目的は一般宅地、施設の概要は、◯◯◯◯。農地区分

は第３種です。一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられます。

なお、転用後の地目は宅地です。 

　以上です。 
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議　長　　次に、６番川崎委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　６番川崎です。 

　地図のほうは２３ページ、２４ページになります。 

　現在持ち主である◯◯◯◯さんは、こちらのほうずっと耕作をずっと今でもされて

おり、きれいな状態で畑を耕作されております。ただ、娘さんのほうがこちらのほう

に身を置きたいということで、お願いされて、そのままそれではという話で使用貸借

するというかたちになります。 

　以上です。何も問題はないと思います。お願いします。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６５３番の件について異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、６５４番の件について事務局の説明を求めます。 

事務局　　番号６５４、土地の所在地は金光町須恵です。畑、５２９平米。借受人は、◯◯◯

◯。貸出人は、◯◯◯◯。転用目的は露天駐車場、施設の概要は、◯◯◯◯。農地区

分は第２種ですが、当該転用目的を達成できるほかの土地はありません。一般基準上

も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は雑種

地になります。 

　以上です。 

議　長　　次に、３番友田委員、補足説明をお願いします。 

委　員　　３番友田です。 

　地図のほうは、２５、２６ページ。 

　場所は、◯◯◯◯からちょうど西側の道路を南のほうに１００メートルくらい、下

がったところになります。皆さんご存じやと思うんですけど、◯◯◯◯といって、◯

◯◯◯のところ、畑になりますが、◯◯◯◯のほうに貸すという形になります。特に

問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

議　長　　お願いします。 

事務局　　すいません、事務局から補足説明です。 

　今友田委員から説明がありましたように、◯◯◯◯いたしまして、予想以上のお客

さんが来られて、一時的に駐車場として利用しておりました。一時的なイベント等で

の転用というのは許可までは必要ないっていうのが、国のほうも示しておりますが、

今回やはり駐車場、結構いろいろな◯◯◯◯、お客さんが多く、車を止めるところが

必要だということで、今回正式に転用許可申請を出されております。 

　以上です。 

議　長　　ただいまの説明で質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 
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議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、６５４番の件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、許可することに決定します。 

　続きまして、議案第４３号農用地利用集積計画についてを議題とします。 

　事務局の説明を求めます。 

事務局　　議案書の７ページになります。 

　議案第４３号農用地利用集積計画について。令和６年１１月１５日提出。 

　それでは、説明いたします。 

　番号１９、２０、この２件につきましては、農業者年金の経営移譲年金特例対象農

地及び相続税等納税猶予対象特例農地ではございません。また、農業従事者も確保さ

れており、農業経営に必要な農機具も所有されております。利用権設定を受ける方は

２名、農地は３筆で、更新が１筆、新規が２筆であります。いずれも農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。契約期間は、１９番が３年、

２０番が１０年になります。 

　次に、８ページをお開きください。 

　（１）になりますが、地目別設定面積については、田２，０４５平米になります。 

　以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議　長　　ただいま説明がありました。 

　質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑なしと認めます。 

　それでは、この件についてご異議はありませんか。 

委　員　　異議なし声 

議　長　　異議なしと認め、承認することに決定します。 

　日程第４、報告事項に移ります。 

　報告第１５号農地法第１８条の規定等による合意解約通知についてを議題としま

す。 

　事務局の説明を求めます。 

事務局　　失礼します。議案書は９ページになります。 

　報告第１５号農地法第１８条の規定等による合意解約通知について。令和６年１１

月１５日提出。 

　番号６３９、鴨方町六条院中、田、７８２平米。借受人は、◯◯◯◯。貸出人は、

◯◯◯◯。合意年月日、引渡し年月日は、令和６年１０月４日です。 

　以上です。 

議　長　　ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委　員　　なし声 

議　長　　質疑がないようですので、報告を受けたことといたします。 
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　日程第５、その他に移ります。 

　事務局から報告等がありましたらお願いします。 

事務局　　①令和６年度市町村農業委員・農地利用最適化推進委員研修会について 

②農業者年金について 

③耕作放棄地解消について 

　　　　　④視察研修のお知らせについて 

　　　　　⑤次回の農業委員会について 

議　長　　ほかにないようですので、本日の委員会は以上で閉会いたします。 

　ご苦労さまでした。 

 

　　　　　閉会（午後２時３０分）
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　上記顛末を記載した者は書記古城章弘であるが、その内容が相違ないことを証するためここ

に署名する。 
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